
◆重要なお知らせ「建設機械レンタル業者登録制度」の受付開始について 

4 月 1 日 AM10 時から「建設機械レンタル業者登録制度」の申請受付が開始されます。

登録申請された会員様には、登録標章である金看板と営業所に掲示する登録証を送付させ

ていただきます。すべての営業拠点へのレンタル管理士の配置準備が終了している会員様

については協会ホームページから登録手続きを行ってください。 

 


